
 

 

審 議 結 果 通 知 書 

 
                                                              
                                                                      平成３０年１２月１４日 
 
県土整備部河川課長 様 

 
 

                                          三重県環境調整システム推進会議 会長 
                                                 
 
  平成３０年９月３日付けで提出のあった環境配慮検討書について審議した結果は次
のとおりでしたので通知します。 

 
 

 対象事業の名称 鈴鹿川水系（指定区間）河川整備計画 

 (1)調整事項 ・希少野生動植物について 

・文化財について 

 

 (2)調整の結果の内容 （希少野生動植物について） 

・対象河川のひとつである足見川流域周辺で、メガソーラーの
設置計画に関し、三重県環境影響評価条例に基づく環境影響
評価手続きがなされていることから、本事業計画の検討にあ
たっては、当該環境影響評価の内容を考慮してください。 

・上記環境影響評価において、足見川流域周辺でサシバの営巣
が確認されていることから、営巣期に配慮して工事時期を設
定してください。 

（文化財について） 

・河川の本体工事だけでなく、仮設道等の付帯工事についても、
埋蔵文化財が該当するときには、文化財保護法に係る届出等
が必要となる場合があるため、留意してください。 

 (3)備考   

 


